
市
町
村
長
等
の
事
務
の
申
請
、
報
告
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
七
号

市
町
村
長
等
の
事
務
の
申
請
、
報
告
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
長
等
の
事
務
の
申
請
、
報
告
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
項
５
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
関
す
る
申
請
」
の
下
に
「
又
は
自
治

法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
連
携
協
約
を
締
結
し
た
市
町
村
相
互
の
間
に
連
携
協

約
に
係
る
紛
争
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
自
治
紛
争
処
理
委
員
の
処
理
方
策
の
提
示
に
関
す
る
申
請
」
を

加
え
、
「
調
停
申
請
」
を
「
調
停
又
は
処
理
方
策
の
提
示
を
求
め
る
旨
の
申
請
」
に
改
め
、
同
項

中
10

「
第
十
三
号
様
式
」
を
「
第
十
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項

を
同
項

と
し
、
同
項
９
中
「
第
十
二

10

12

号
様
式
」
を
「
第
十
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
９
を
同
項

と
し
、
同
項
８
中
「
第
十
一
号
様
式
」

11

を
「
第
十
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
８
を
同
項
９
と
し
、
同
項
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

自
治
法
第
二
百
五
十

そ
の
都
度

関
係

届
出
書

第
十
三

10

(1)

二
条
の
十
六
の
二
の
規

市
町

事
務
の
代
替

号
様
式

(2)

定
に
よ
る
市
町
村
の
事

村
の

執
行
若
し
く

務
の
代
替
執
行
及
び
そ

長

は
そ
の
廃
止

の
廃
止
並
び
に
代
替
執

又
は
代
替
執

行
事
務
の
変
更
に
関
す

行
事
務
の
変

る
届
出

更
を
必
要
と

し
た
理
由

事
務
の
代
替

(3)
執
行
に
関
す

る
規
約
の
写

し議
会
の
議
決

(4)
書
の
写
し



別
表
の
一
の
項
７
中
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
７
を
同
項
８
と
し
、

同
項
６
中
「
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
二
百
五
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
」
に
、
「
第

九
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
６
を
同
項
７
と
し
、
同
項
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

６

自
治
法
第
二
百
五
十

そ
の
都
度

関
係

届
出
書

第
九
号

(1)

二
条
の
二
第
二
項
及
び

市
町

連
携
協
約
の

様
式

(2)

第
四
項
の
規
定
に
よ
る

村
の

締
結
、
廃
止

市
町
村
の
連
携
協
約
の

長

又
は
変
更
を

締
結
、
廃
止
及
び
変
更

必
要
と
し
た

に
関
す
る
届
出

理
由
及
び
経

緯
の
概
要

連
携
協
約
の

(3)
写
し

議
会
の
議
決

(4)
書
の
写
し

別
表
の
二
の
項
中
「
第
十
四
号
様
式
」
を
「
第
十
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
表
の
三
の
項
１
及
び
２

中
「
第
十
五
号
様
式
」
を
「
第
十
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
３
中
「
第
十
六
号
様
式
」
を
「
第
十
八

号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
４
中
「
第
十
七
号
様
式
」
を
「
第
十
九
号
様
式
」
に
改
め
、
同
項
５
中
「
第

十
八
号
様
式
」
を
「
第
二
十
号
様
式
」
に
改
め
、
同
表
の
四
の
項
１
中
「
第
十
九
号
様
式
」
を
「
第
二

十
一
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「調

停

」
を
「調
停

（処
理

方
策

の
提

示

）
」
に
、
「第

２
５

１
条

の
２

第
１

項

」

を
「第

２
５
１

条
の

２
第

１
項

（第
２

５
２

条
の

２
第

７
項

）
」
に
改
め
る
。

第
十
九
号
様
式
を
第
二
十
一
号
様
式
と
し
、
第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
を
二
様
式
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
号
様
式
を
第
十
二
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



第13号様式

何第 号

何第 号

年 月 日

奈良県知事 殿

何市（町村）長 氏 名印

何市（町村）長 氏 名印

事務の代替執行（代替執行事務の変更又は廃止）に関する届出

地方自治法第 252 条の 16 の２の規定により別紙のとおり事務の代替執行（代替執

行事務の変更又は廃止）をしたので届け出ます。



第
十
号
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
し
、
第
九
号
様
式
中
「第

２
５

２
条

の
２

第
２

項

」
を
「第

２
５

２
条

の
２

の
２

第
２

項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
号
様
式
と
し
、
第
八
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式

を
加
え
る
。



第９号様式

何第 号

何第 号

年 月 日

奈良県知事 殿

何市（町村）長 氏 名印

何市（町村）長 氏 名印

連携協約の締結（廃止又は変更）に関する届出書

地方自治法第 252 条の２第２項（第 252 条の２第４項）の規定により、別紙のとお

り連携協約を締結（廃止又は変更）したので届け出ます。



附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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